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■目的及び概要                                       

 住民の生活環境の改善を図ることを目的として、一般交通の用に供している里道等の整備工事を行う者

に対して補助金を交付するもの。 

 

■対象者                                          

 次の各号に掲げる要件のすべてを具備する里道等の工事施工者 

(1) 現に一般交通の用に供されていること 

  （公図上の里道、又は私道であって公衆用道路として登記がなされたものに限る。） 

(2) 幅員が 2メートル以上であること 

 (3) 道路に接する家屋の戸数が 2戸以上であり、かつ、道路に接する土地が相当数以上の所有者により

所有されていること 

(4) 道路敷地すべての地権者の文書による承諾を得ていること 

(5) 住宅建築後 3年以上経過していること 

※ 工事施工者 

里道等の所有者、居住者及び地域団体で、当該道路の整備工事を行う者 

※ 地域団体 

   地域住民の文教、民生、福祉等に関する活動を行うため自主的に組織された町内会その他の公共団体 

 

■補助金額                                         

 市長が別に定める補助基準により算出した工事費のうち次の区分により求めた額とする。ただし、その

額が 800,000円を超えるときは 800,000円とし、50,000円未満のときは補助金は交付しない。 

対象戸数 補助率 備考 

2戸 50%  

3戸以上 70%  

地区連絡道路 70% 一般的に住民管理による公図上の里道等 

 

■申請時期                                         

随時受付 

 ※ 要望や予算の都合により年度内対応不可の場合あり、その場合は次年度以降 

 

■根拠法令等                                        

宇土市里道等整備補助金交付要綱 

  

８０．宇土市里道等整備補助金                      

担当課：土木課 庶務係 
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■目的及び概要                                       

市道や水路等の機能保全の確保と生活環境の維持、更に、地域コミュニティの強化を図り住民主導の

まちづくりを形成するため、地域のボランティア活動（草刈り、水路・河川の土砂撤去等）を行う行政

区に対し、その活動資金の一部として謝金を交付するもの。 

 

■対象となる作業                                      

作業は 2名以上で行い、申請する行政区内の道路及び水路等で行う次の作業に限る。なお、国、県、市

又は他団体から補助金又は助成金を受けて行う作業は、謝金の交付対象とならない。 

(1) 道路及び水路等の除草作業（法面を含む） 

(2) 道路側溝、水路及び河川の土砂撤去並びに土嚢袋への袋詰め 

 

■謝金交付額                                        

参加人数 × 作業時間 謝金額 

10 ～ 25 5,000円 

26 ～ 50 10,000円 

51 ～ 100 20,000円 

101 ～ 30,000円 

※ 1年間の参加人数×作業時間で謝金額を計算し、交付する。 

 

■申請時期                                         

 随時受付（事前に作業実施計画書を提出する必要がある。） 

 

■その他                                          

  ボランティア作業が完了したときは、ボランティア作業完了届に作業中の写真を添えて提出すること。 

  

８１．市道等清掃ボランティア支援事業                           

担当課：土木課 庶務係 
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■目的及び概要                                       

 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）等内に居住する方が、生命及び身体を守るため、土砂災害警戒

区域（イエローゾーン）外に移転する場合に、補助金を交付するもの。 

 

■対象となる要件                                       

 次に掲げる要件全てに該当する住宅 

(1) これまで住んでいた住宅を除去すること。 

(2) 土砂災害警戒区域外に移転すること。 

(3) 移転先が熊本県内であること。 

(4) 土砂災害特別警戒区域内に、区域指定日前から居住していること。 

 

■補助金額                                         

 上限額 300万円／戸（住宅除去費、移転経費、住宅建設・購入費、土地調査費等） 

 

■申請時期                                         

 随時受付 

 

■根拠法令等                                        

 宇土市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱 

 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項 

 

  

８２．宇土市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金           

担当課：土木課 庶務係 
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■目的及び概要                                       

 危険樹木の倒木被害から人命及び市道等を保護するため、市内の危険樹木の伐採を行う行政区の代表者

に対し、補助金を交付するもの。 

 

■対象となる要件                                      

 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する危険樹木 

(1) 土砂災害警戒区域等内の危険樹木のうち、住家（現に居住の用に供しているものに限る。）に被害

を与えるおそれがあるもの。ただし、熊本県が実施する急傾斜地崩壊対策事業の要件を満たす区域に

存する危険樹木を除く。 

(2) 市道等に被害を与えるおそれがあるもの。 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、市長が特に危険であると認めるもの。 

 

■対象経費                                         

 危険樹木の伐採、撤去及び処分に要する経費 

 

■補助金額                                          

(1) 補助率：1/2以内 

 (2) 限度額：30万円(対象経費が 10万円未満の場合は、補助金を交付しない。) 

 ※ 補助金額に 1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。 

 

■申請時期                                         

随時受付 

 ※ 要望や予算の都合により年度内対応不可の場合あり、その場合は次年度以降 

 

■根拠法令等                                        

 宇土市危険樹木伐採事業補助金交付要綱 

  

８３．宇土市危険樹木伐採事業補助金                          

担当課：土木課 庶務係 
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